
国立研究開発法人森林研究・整備機構役員給与規程 

 

                                                   平 成１ ３年 ４月 １日

                                                  １３森林総研第２９号 

最終改正  令和８年１月３０日（７森林機構第９８２号） 

 

 （目　的）

第１条　この規程は、国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「機構」とい

う。）の役員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （給与の種類）

第２条　役員の給与は、常勤役員については俸給、地域手当、広域異動手当、通

勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤役員については非常勤役

 員手当及び通勤手当とする。

 

 （給与の支給）

第３条　常勤役員の給与（期末特別手当を除く。）は、毎月１６日（その日が職

員就業規則第５０条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）に当たる

ときは、その月の１５日以降のうち、その日に最も近い休日以外の日。以下「支

給定日」という。）に、法令及び理事長が別に定めるところにより、常勤役員

の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を現金で直接常勤役員に

 支給する。

 ２　非常勤役員の給与の支給については、理事長が別に定める。

 

 （俸　給）

 第４条　常勤役員の俸給の月額は、次の表に掲げるとおりとする。

 号　俸 俸　給　月　額

   １ ７３６，０００円 

   ２ ７９４，０００円 

   ３ ８５２，０００円 

   ４ ９３３，０００円

 ２　常勤役員の号俸は、次の各号に掲げる号俸とする。

 　一　理事長　４号俸

 　二　理事　３号俸以下



 　三　監事　１号俸

３　理事長は、前項第２号に掲げる常勤役員について、その職務の困難度、業務

 に対する貢献度等を総合的に勘案して、号俸を決定する。

４　理事長は、役員の業績を考慮して必要があると認めるときは、常勤役員が受

 けるべき俸給の月額を増額し、又は減額するものとする。

 ５　新たに常勤役員となった者には、その日から俸給を支給する。

６　常勤役員が離職（死亡による離職を除く。）したときは、その日まで俸給を

 支給する。

７　常勤役員が死亡により離職をしたときは、その死亡の日の属する月の俸給の

 全額を支給する。

８　第５項又は第６項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から

支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、

その俸給の額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎とし

 て、日割りによって計算する。

 

（地域手当） 

第５条　地域手当は、事務所（国立研究開発法人森林研究・整備機構組織及び事

務分掌規程（１３森林総研第４７号）第４条第１項に規定する組織の事務所を

いう。以下同じ。）のうち、その所在する地域における民間の賃金水準及び物

価等を考慮して、次の各号に掲げる事務所（以下この条において「支給事務所」

という。）に在勤する常勤役員に支給する。 

　一　茨城県つくば市 

　二　茨城県日立市 

　三　神奈川県川崎市 

２　地域手当の月額は、俸給の月額に、次の各号に掲げる支給事務所の区分に応

じ、当該各号に定める割合（以下この条において「支給割合」という。）を乗

じて得た額とする。 

　一　前項第１号及び第３号に掲げる事務所　１００分の１６ 

  二　前項第２号に掲げる事務所　１００分の８ 

３　支給事務所に在勤する常勤役員がその在勤する事務所を異にして異動した場

合又は国立研究開発法人森林研究・整備機構職員給与規程（１３森林総研第３

１号。以下「職員給与規程」という。）第１４条第１項の規定による地域手当

の支給を受けていた職員であって、引き続き常勤役員に任命された者（以下「職

員から常勤役員になった者」という。）が当該任命に伴いその在勤していた事

務所を異にして異動した場合（この者が当該異動の日の前日に在勤していた事

務所に引き続き６箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合と権衡上必要

があると認められる場合として理事長が別に定める場合に限る。）において、

当該異動の直後に在勤する支給事務所に係る地域手当の支給割合（以下この条



において「異動後の支給割合」という。）が当該異動の日の前日に在勤してい

た事務所に係る地域手当の支給割合（職員から常勤役員になった者にあっては、

当該異動の日の前日に受けていた職員給与規程第１４条第２項の規定による地

域手当の支給割合。以下この条において「異動前の支給割合」という。）に達

しないこととなるときは、前２項の規定にかかわらず、当該異動の日から３年

を経過するまでの間（次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が

異動後の支給割合（異動後の支給割合が当該異動後に変更された場合にあって

は、当該変更後の異動後の支給割合）以下となるときは、その以下となる日の

前日までの間。以下この項において同じ。）、俸給の月額に次の各号に掲げる

期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給す

る。 

　一　当該異動の日から同日以後１年を経過する日までの期間　異動前の支給割

合（異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異

動の日の前日の異動前の支給割合。次号及び第３号において同じ。） 

　二　当該異動の日から同日以後２年を経過する日までの期間（前号に掲げる期

間を除く。）　異動前の支給割合に１００分の８０を乗じて得た割合 

　三　当該異動の日から同日以後３年を経過する日までの期間（前２号に掲げる

期間を除く。）　異動前の支給割合に１００分の６０を乗じて得た割合 

 

４　国の職員等から引き続き常勤役員となった者（国立研究開発法人森林研究・

整備機構役員退職手当規程（１３森林総研第３０号。以下「役員退職手当規程」

という。）第５条第１項又は第２項に該当する者のうち、当該異動の日の前日

に在勤していた事務所に引き続き６箇月を超えて在勤していた場合その他当該

場合との権衡上必要があると認められる場合として理事長が別に定める場合に

限る。）について、異動後の支給割合が、国の職員等から引き続き常勤役員と

なった日の前日に在勤していた地域等を考慮して前項の規定による地域手当を

支給される常勤役員との権衡上必要があると認められるときは、当該常勤役員

には、理事長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支

給する。 

５　地域手当の支給については、前条第５項から第８項までの規定を準用する。

この場合において、当該各項中「俸給」とあるのは「地域手当」と読み替える

ものとする。 

 

（広域異動手当） 

第６条　常勤役員がその在勤する事務所を異にして異動した場合又は常勤役員の

在勤する事務所が移転した場合において、当該異動又は移転（以下この条にお

いて「異動等」という。）につき理事長が別に定めるところにより算定した事

務所間の距離（異動等の日の前日に在勤していた事務所の所在地と当該異動等



の直後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同

じ。）及び住居と事務所との間の距離（異動等の直前の住居と当該異動等の直

後に在勤する事務所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。）

がいずれも６０キロメートル以上であるとき（当該住居と事務所との間の距離

が６０キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して

当該住居と事務所との間の距離が６０キロメートル以上である場合に相当する

と認められる場合として理事長が別に定める場合を含む。）は、当該常勤役員

には、当該異動等の日から３年を経過する日までの間、俸給の月額に当該異動

等に係る事務所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合

を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一

定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた事務所への異動等が予定さ

れている場合は、この限りでない。 

　一　３００キロメートル以上　１００分の１０ 

　二　６０キロメートル以上３００キロメートル未満　１００分の５ 

２　前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる常勤役員のうち、当

該支給に係る異動等（以下この項において「当初広域異動等」という。）の日

から３年を経過する日までの間の異動等（以下この項において「再異動等」と

いう。）により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるも

のについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等

に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異

動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は

当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動

手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るとき

にあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は

当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。 

３　職員から引き続き常勤役員に任命された者（この者と権衡上必要があると認

められる者として理事長が別に定める者を含む。）が当該任命に伴いその在勤

する事務所を異にして異動した場合には、理事長が別に定めるところにより、

前２項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。 

４　前３項の規定により広域異動手当を支給されることとなる常勤役員が、前条

の規定により地域手当を支給される常勤役員である場合における広域異動手当

の支給割合は、前３項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当

の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前３項の規定による広域

異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手

当は、支給しない。 

 

 （通勤手当）

 第７条　通勤手当は、次に掲げる常勤役員に支給する。



  一　通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利

用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例

とする常勤役員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難で

ある常勤役員以外の常勤役員であって交通機関等を利用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及

び第３号に掲げる常勤役員を除く。） 

  二　通勤のため自動車、自転車その他の交通の用具（以下「自動車等」という。）

を使用することを常例とする常勤役員（自動車等を使用しなければ通勤する

ことが著しく困難である常勤役員以外の常勤役員であって自動車等を使用し

ないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び次号に掲げる常勤役員を除く。） 

  三　通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を

使用することを常例とする常勤役員（交通機関等を利用し、又は自動車等を

使用しなければ通勤することが著しく困難である常勤職員以外の常勤役員で

あって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が２キロメートル未満であるものを除

く。） 

２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる常勤役員の区分に応じ、当該各号に定め

 る額とする。

  一　前項第１号に掲げる常勤役員　支給単位期間につき、理事長が別に定める

ところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額（以下「運賃等相当額」という。） 

  二　前項第２号に掲げる常勤役員　次に掲げる常勤役員の区分に応じ、支給単

 位期間につき、それぞれ次に定める額

    ア　自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片

 道５キロメートル未満である者　２，０００円

    イ　使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である者　

４，２００円 

    ウ　使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である者　

 ７，３００円

    エ　使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である者　

 １０，４００円

    オ　使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である者　

 １３，５００円

    カ　使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である者　

 １６，６００円

    キ   使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である者　

 １９，７００円



    ク　使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である者　

 ２２，８００円

    ケ　使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である者　

 ２５，９００円

    コ　使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である者　

 ２９，１００円

    サ　使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である者　

 ３２，３００円

    シ　使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である者　

 ３５，５００円

     ス　使用距離が片道６０キロメートル以上である者　３８，７００円

  三　前項第３号に掲げる常勤役員　交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を

使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の

利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分

に応じ、前２号に定める額、第１号に定める額又は前号に定める額 

３　通勤手当は、支給単位期間（理事長が別に定める通勤手当にあっては、理事

 長が別に定める期間）に係る最初の月の支給定日に支給する。

４　通勤手当が支給される常勤役員につき、離職その他の理事長が別に定める事

由が生じた場合には、当該常勤役員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生

 じた後の期間を考慮して理事長が別に定める額を返納させるものとする。

５　この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間と

して６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位として理事長が別に定める期間　

 （自動車等に係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。

６　前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他

 通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

（単身赴任手当） 

第７条の２　常勤役員に任命され、又は事務所を異にする異動若しくは在勤する

事務所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の理事長が別に定めるや

むを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった常勤役員で、当

該任命又は異動若しくは事務所の移転の直前の住居から当該任命又は異動若しく

は事務所の移転の直後に在勤する事務所に通勤することが通勤距離等を考慮して

理事長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活

することを常況とする常勤役員 （任用の事情等を考慮して理事長が別に定める常勤

役員に限る。） には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤す

る事務所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照ら

して困難であると認められない場合は、この限りでない。 

２  単身赴任手当の月額は、３ ０  ，  ０  ０  ０  円 （理事長が別に定めるところにより算



定した常勤役員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（ 以下単に「交通距離」と

いう。） が理事長が別に定める距離以上である常勤役員にあっては、その額に、７ 

０ ， ０  ０  ０ 円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて理事長が別に定める

額を加算した額）とする。 

 

 （期末特別手当）

第８条　期末特別手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第１０条ま

でにおいて、これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する常勤役員

に対して、それぞれ６月３０日及び１２月１０日（これらの日が休日にあたる

ときは、その直前の休日以外の日。第１０条までにおいて「支給日」という。）

に支給する。これらの基準日前１箇月以内に離職をした常勤役員についても同

 様とする。

２　期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、１００分の１７２．５を乗じ

て得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその常勤役員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

ただし、理事長は、その常勤役員の業績を考慮して必要があると認めるときは、

 これを増額し又は減額するものとする。

　一　６箇月　１００分の１００ 

　二　５箇月以上６箇月未満　１００分の８０ 

　三　３箇月以上５箇月未満　１００分の６０ 

　四　３箇月未満　１００分の３０ 

３　前項の期末特別手当基礎額は、それぞれの基準日現在（離職した常勤役員に

あっては、離職をした日現在）において常勤役員が受けるべき次の各号に掲げ

るそれぞれの額の合計額とする。 

　一　俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額 

　二　前号の合計額に１００分の２０を乗じて得た額 

　三　俸給の月額に１００分の２５を乗じて得た額 

４　第１項後段の例外として、基準日前１箇月以内に離職をし、引き続き国の職

 員等となった場合には期末特別手当を支給しない。

５　国の職員等から引き続き常勤役員となった者（役員退職手当規程第５条第１

項又は第２項に該当する者に限る。）の第２項の在職期間については、国の職

 員等として在職した期間を現に在職する常勤役員としての在職期間とみなす。

   
第９条   次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末特別手当（第３号に掲げる者にあっては、その支

 給を一時差し止めた期末特別手当）は、支給しない。

  一　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に独立行政法人通

則法（平成１１年法律第１０３号）第２３条の規定により解任された常勤役



員（同条第１項及び第２項第１号に該当し解任された者を除く。） 

  二　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日ま

での間に離職をした常勤役員（前号に掲げる者を除く。）で、その離職をし

 た日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

　三　次条第１項の規定により期末特別手当の支給を一時差し止める処分を受け

た常勤役員（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中

 の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 

第１０条　理事長は、支給日に期末特別手当を支給することとされていた常勤役

員で当該支給日の前日までに離職をしたものが次の各号のいずれかに該当する

 場合は、当該期末特別手当の支給を一時差し止めることができる。

  一　離職をした日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁

錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１

３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。）

 をされ、その判決が確定していない場合

  二   離職をした日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取し

た事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料

するに至った場合であって、その者に対し期末特別手当を支給することが、

機構の公共上の見地から行う事務及び事業に対する国民の信頼を確保し、期

末特別手当の支給に関し、その適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支

 障を生ずると認めるとき。

２　理事長は、前項の規定による期末特別手当の支給を一時差し止める処分（以

下「一時差止処分」という。）について、次の各号のいずれかに該当するに至

った場合には、速やかに一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、

第３号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消す

ことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

　一　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑

 事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

  二   一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為

 に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

　三　一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末特別手当の基準日から起

 算して１年を経過した場合

３　前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に

基づき、期末特別手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差



 止処分を取り消すことを妨げるものではない。

４　理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に

対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付し

 なければならない。

５　前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が

 別に定める。

 

 （非常勤役員手当）

第１１条　非常勤役員手当については、勤務１日につき２９，７００円の非常勤

 役員手当を支給する。

 

 （非常勤役員の通勤手当）

第１２条　第７条第１項の規定は、非常勤役員に通勤手当を支給する場合につい

て準用する。この場合において、同項各号中「常勤役員」とあるのは「非常勤

役員」と読み替えるものとする。 

 

 （実施細則）

第１３条　役員の給与の支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項に　

 ついては、理事長が別に定める。

 

 附　則

　この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

 附　則［平成１３年１２月４日１３森林総研第１８４８号］

　この規程は、平成１３年１２月４日から施行し、改正後の独立行政法人森林総

 合研究所役員給与規程の規定は、平成１３年４月１日から適用する。

 

 附　則［平成１４年１１月２９日１４森林総研第１６４５号］

 （施行期日）

１　この規程は、平成１４年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行す

 る。ただし、第７条の改正規定は、平成１５年４月１日から施行する。

 

 （期末特別手当に関する平成１５年３月３１日までの読替）

２　施行日から平成１５年３月３１日までの間における第７条の適用に当たって

は、同条第３項中「１００分の５５」とあるのは「１００分の２５」と、「１

００分の１５５」とあるのは「１００分の１８０」と読み替えて適用するもの

 とする。

 



 （平成１４年１２月に支給する期末特別手当に関する特例措置）

３　平成１４年１２月に支給する期末特別手当の額は、前項の規定により読み替

えられた独立行政法人森林総合研究所役員給与規程（以下この項において「役

員給与規程」という。）第７条第３項の規定にかかわらず、この規定により算

定される期末特別手当の額（以下「基準額」という。）から、第１号に掲げる

額から第２号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額（同号に掲げる額

が第１号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に

加えた額）とする。この場合において、第１号に掲げる額から第２号に掲げる

 額を減じた額が基準額以上となるときは、期末特別手当は、支給しない。

  一　平成１４年１２月１日（期末特別手当について第７条第１項後段の規定の

適用を受ける役員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下「基準日」と

いう。）まで引き続いて在職した期間で同年４月１日から施行日の前日まで

のもの（以下「継続在職期間」という。）について支給される給与のうち俸

給及び俸給の改定により額が変動することとなる給与（以下「俸給等」とい

う。）の額の合計額 

  二　継続在職期間について改正後の役員給与規程による俸給月額及び俸給等の

 額の合計額

 

 （平成１５年６月に支給する期末特別手当に関する経過措置）

４　平成１５年６月に支給する期末特別手当に関する改正後の役員給与規程第７

条第２項の規定の適用については、これらの規定中「６箇月以内」とあるのは

 「３箇月以内」とする。

 

５　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な

 事項は、理事長が別に定める。

 

 附　則［平成１５年６月３０日１５森林総研第５７７号］

   この規程は、平成１５年６月３０日から施行する。

 

 附　則［平成１５年１０月３１日１５森林総研第１１４３号］

 （施行期日等）

１　この規程は、平成１５年１１月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、第３条、第５条、第６条及び第７条の改正部分及び附則第４項の

規定は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

 （平成１６年３月３１日までの間における期末特別手当に関する読替規定）

２　施行日から平成１６年３月３１日までの間における第７条の規定の適用につ

いては、同条第２項中「１００分の１８０」とあるのは「１００分の１６０」



 と読み替えるものとする。

 

 （平成１５年１２月に支給する期末特別手当に関する特例措置）

３　平成１５年１２月に支給する期末特別手当の額は、前項の規定により読み替

えられた第７条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末

特別手当の額（以下「基準額」という。）から、次に掲げる額の合計額（以下

この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場

合において、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は、支給しない。 

　一　平成１５年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに常勤

役員となった者にあっては、新たに常勤役員となった日）において常勤役員

が受けるべき俸給、調整手当及び通勤手当の月額の合計額に１００分の１．

０７を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数（同

年４月１日から施行日の前日までの期間において常勤役員として在職しなか

った期間がある常勤役員にあっては、当該月数から当該在職しなかった期間

 の月の数を減じた月数）を乗じて得た額

　二　平成１５年６月に支給された期末特別手当の額に１００分の１．０７を乗

 じて得た額

 

 附　則［平成１７年１２月１日１７森林総研第１０１２号］

 （施行期日等）

１　この規程は、平成１７年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 

 （平成１７年１２月に支給する期末特別手当に関する特例措置）

２　平成１７年１２月に支給する期末特別手当の額は、改正後の役員給与規程第

７条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末特別手当の

額（以下「基準額」という。）から、次に掲げる額の合計額（以下この項にお

いて「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、

 調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は、支給しない。

　一　平成１７年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに常勤

役員となった者にあっては、新たに常勤役員となった日）において常勤役員

が受けるべき俸給及び調整手当の月額の合計額に１００分の０．３６を乗じ

て得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１

日から施行日の前日までの期間において常勤役員として在職しなかった期間

がある常勤役員にあっては、当該月数から当該在職しなかった期間の月の数

 を減じた月数）を乗じて得た額

　二　平成１７年６月に支給された期末特別手当の額に１００分の０．３６を乗

 じて得た額



 

３   前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

 に定める。

 

 附　則［平成１８年２月１日１７森林総研第１２５６号］

   この規程は、平成１８年２月１日から施行する。

 

附　則   ［平成１８年３月３１日１７森林総研第１５７２号］

 （施行期日）

１　この規程は、平成１８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

 （俸給の月額の改定に伴う経過措置）

２　施行日の前日から引き続きこの規程による改正後の役員給与規程（以下「改

正後の役員給与規程」という。）の適用を受ける常勤役員で、その者の受ける

俸給の月額が同日において受けていた俸給の月額に達しないこととなる常勤役

員（理事長が別に定める常勤役員を除く。）には、俸給の月額のほか、その差

 額に相当する額を俸給として支給する。

 

３　前項の規定による俸給を支給される常勤役員に関する改正後の役員給与規程

の規定の適用に当たっては、第５条第２項及び第３項並びに第７条第２項に規

定する俸給の月額には、前項の規定により支給される俸給を含めるものとする。 

 

 （平成２２年３月３１日までの間における役員給与規程の適用に関する特例）

４　平成２２年３月３１日までの間における改正後の役員給与規程第５条の適用

については、同条第２項中「１００分の１２」とあるのは「１００分の１２を

 超えない範囲で理事長が別に定める割合」とする。

 

 （その他）

５　前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

 に定める。

 

附　則   ［平成１９年４月２日１８森林総研第１５７６号］

 （施行期日）

１　この規程は、平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

（俸給の月額に関する経過措置） 

２　施行日の前日に独立行政法人森林総合研究所役員給与規程の一部を改正する

規程（１７森林総研第１５７２号。以下「改正前の役員給与規程」という。）



附則第２項の規定の適用を受けていた常勤役員で、施行日において引き続きこ

の規程による改正後の役員給与規程（以下「改正後の役員給与規程」という。）

の適用を受けることとなる常勤役員には、引き続き改正前の役員給与規程附則

第２項の規定による俸給を支給する。 

 

３　前項の規定による俸給を支給される常勤役員に関する改正後の役員給与規程

の規定の適用に当たっては、第５条第２項及び第３項並びに第８条第２項に規

定する俸給の月額には、前項の規定により支給される俸給を含めるものとする。 

 

（平成２２年３月３１日までの間における役員給与規程の適用に関する特例） 

４　平成２２年３月３１日までの間における改正後の役員給与規程第５条の適用

については、同条第２項第２号中「１００分の６」とあるのは「１００分の６

を超えない範囲で理事長が別に定める割合」とする。 

 

（平成２０年３月３１日までの間における広域異動手当の支給割合の特例） 

５　平成２０年３月３１日までの間においては、改正後の役員給与規程第６条第

１項第１号中「１００分の６」とあるのは「１００分の４」と、同項第２号中

「１００分の３」とあるのは「１００分の２」とする。 

 

（旧独立行政法人林木育種センター常勤役員に係る経過措置） 

６　施行日の前日に独立行政法人林木育種センター（以下「林木育種センター」

という。）の常勤役員であった者のうち、施行日において引き続き常勤役員と

なった者の第８条第２項の在職期間については、林木育種センターの常勤役員

として在職した期間を現に在職する常勤役員としての在職期間とみなすものと

する。 

 

（その他） 

７   附則第２項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項

は、理事長が別に定める。 

 

 附　則［平成２０年４月１日２０森林総研第５号］

 （施行期日）

１　この規程は、平成２０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

 （旧独立行政法人緑資源機構常勤役員に係る経過措置）

２　施行日の前日に独立行政法人緑資源機構（以下「緑資源機構」という。）の

常勤役員であった者のうち、施行日において引き続き常勤役員となった者の第

８条第２項の在職期間については、緑資源機構の常勤役員として在職した期間



 を現に在職する常勤役員としての在職期間とみなすものとする。

 

 （俸給月額の特例）

３　国立研究開発法人森林研究・整備機構法（以下「法」という。）第７条第２

項に規定する理事のうち国立研究開発法人森林研究・整備機構組織及び事務分

掌規程（１３森林総研第４７号）第３０２条第２項の規定により森林整備セン

ター所長を兼ねる者については、第４条第２項の規定にかかわらず、４号俸と

することができる。 

 

 ４　法附則第１３条第１項に規定する監事の俸給月額は、１号俸とする。

 

 （地域手当にかかる経過措置）

５　平成２９年３月３１日までの間、第５条第１項第１号の「茨城県つくば市」

 とあるのは「茨城県つくば市及び神奈川県川崎市」とする。

 

 （その他）

６　第２項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項

 は、理事長が別に定める。

 

 附　則［平成２１年５月２９日２１森林総研第３０７号］

 （施行期日）

 １　この規程は、平成２１年５月２９日から施行する。

 

（平成２１年６月に支給する期末特別手当に関する特例） 

２　平成２１年６月に支給する期末特別手当に関する第８条第２項の適用につい

ては、第８条第２項中「１００分の１６０、」とあるのは「１００分の１４５、」

とする。 

 

 附　則［平成２１年１２月１日　２１森林総研第１２０８号］

 （施行期日）

１　この規程は、平成２１年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行す

 る。

 

 （平成２１年１２月に支給する期末特別手当に関する特例措置）

２　平成２１年１２月に支給する期末特別手当の額は、この規程による改正後の

役員給与規程第８条第２項及び第３項の規定にかかわらず、同各項の規定によ

り算定される期末特別手当の額（以下この項において「基準額」という。）か

ら次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当す



る額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、

 期末特別手当は、支給しない。

　一　平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに常勤

役員となった者にあっては、その新たに常勤役員となった日）において常勤

役員が受けるべき俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に１００

分の０．２４を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月

数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間

がある常勤役員にあっては、当該月数から当該在職しなかった期間の月数を

 減じた月数）を乗じて得た額

　二　平成２１年６月１日において常勤役員であった者に同月に支給された期末

 特別手当の額に１００分の０．２４を乗じて得た額

 

 （その他）

３　前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

 に定める。

 

 附　則［平成２２年３月３１日　２１森林総研第１８５３号］

 　この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

 

附　則［平成２２年１２月１日　２２森林総研第１１７７号］ 

（施行期日） 

１　この規程は、平成２２年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

 

（平成２２年１２月に支給する期末特別手当に関する特例措置） 

２　平成２２年１２月に支給する期末特別手当の額は、この規程による改正後の

役員給与規程第８条第２項及び第３項の規定にかかわらず、これらの規定によ

り算定される期末特別手当の額（以下この項において「基準額」という。）か

ら次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当す

る額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、

期末特別手当は、支給しない。 

　一　平成２２年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに常勤

役員となった者にあっては、その新たに常勤役員となった日）において常勤

役員が受けるべき俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に１００

分の０．２８を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月

数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間

がある常勤役員にあっては、当該月数から当該在職しなかった期間の月数を

減じた月数）を乗じて得た額 



　二　平成２２年６月１日において常勤役員であった者に同月に支給された期末

特別手当の額に１００分の０．２８を乗じて得た額 

 

（その他） 

３　前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 

 

 附　則［平成２３年３月３１日　２２森林総研第１６９０号］

 　この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

 

附　則［平成２４年３月１日　２３森林総研第１４２０号］ 

（施行期日） 

１　この規程は、平成２４年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

（平成２４年６月に支給する期末特別手当に関する特例措置） 

２　平成２４年６月に支給する期末特別手当の額は、第８条第２項及び第３項の

規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末特別手当の額（以下こ

の項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項に

おいて「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合におい

て、調整額が基準額以上となるときは、期末特別手当は、支給しない。 

　一　平成２３年４月１日（同月２日から施行日までの間に新たに常勤役員とな

った者にあっては、その新たに常勤役員となった日）において常勤役員が受

けるべき俸給、地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に１００分の０．

３７を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年

４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間がある常

勤役員にあっては、当該月数から当該在職しなかった期間の月数を減じた月

数）を乗じて得た額 

　二　平成２３年６月１日において常勤役員であった者に同月に支給された期末

特別手当の額に１００分の０．３７を乗じて得た額及び同年１２月１日にお

いて常勤役員であった者に同月に支給された期末特別手当の額に１００分の

０．３７を乗じて得た額 

 

（その他） 

３　前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。 

 

 （平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの給与の臨時特例）

４　平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの間（以下「特例期間と



いう。）においては、常勤役員に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、

次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を

 減ずる。

　一　俸給　当該常勤役員の俸給の月額に１００分の９．７７（以下「支給減額

率」という。）を乗じて得た額 

　二　地域手当　当該常勤役員の俸給の月額に対する地域手当の月額に支給減額

 率を乗じて得た額

　三　広域異動手当　当該常勤役員の俸給の月額に対する広域異動手当の月額に

 支給減額率を乗じて得た額

　四　期末特別手当　当該常勤役員が受けるべき期末特別手当の額に支給減額率

 を乗じて得た額

 

５　特例期間においては、第１１条の規定の適用については、同項中「２９，０

 ００円」とあるのは「２６，２００円」とする。

 

６　第４項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する

場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるも

 のとする。

 

附　則［平成２６年１２月１日　２６森林総研第９５９号］ 

 （施行期日等）

１　この規程は、平成２６年１２月１日から施行する。 

 

２　この規程による改正後の役員給与規程（以下「改正後の役員給与規程」とい

う。）の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

 （給与の内払）

３　改正後の役員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の役員給与規

程の規定による給与の内払とみなす。 

 

附　則［平成２７年３月３１日　２６森林総研第１６２１号］ 

 （施行期日）

１　この規程は、平成２７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

 （俸給の月額の改定に伴う経過措置）

２　施行日の前日から引き続きこの規程による改正後の役員給与規程（以下「改

正後の役員給与規程」という。）の適用を受ける常勤役員で、その者の受ける



俸給の月額が同日において受けていた俸給の月額に達しないこととなる常勤役

員には、平成３０年３月３１日までの間、俸給の月額のほか、その差額に相当

 する額を俸給として支給する。

 

３　施行日の前日から引き続き改正後の役員給与規程の適用を受ける常勤役員の

俸給の月額が、施行日以後に号俸の変更により引き下げられた場合であって、

かつ、当該常勤役員が前項の規定の適用を受けていた場合には、当該常勤役員

には、前項の規定にかかわらず、当該変更後の号俸によりその者の受ける俸給

の月額のほか、この規程による改正前の役員給与規程において当該変更後の号

俸を適用した場合に定められる俸給の月額と当該変更後の号俸によりその者の

 受ける俸給の月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

 

４　前２項の規定による俸給を支給される常勤役員に関する改正後の役員給与規

程の規定の適用に当たっては、第５条第２項及び第３項、第６条第１項並びに

第８条第３項第１号及び第３号に規定する俸給の月額には、前２項の規定によ

 り支給される俸給を含めるものとする。

 

附　則［平成２７年１２月２１日　２７森林総研第１２４０号］ 

 （施行期日）

１　この規程は、平成２８年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 

２　この規程による改正後の役員給与規程（以下「改正後の役員給与規程」とい

う。）の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

 （給与の内払い）

３　改正後の役員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の役員給与規

 程の規定による給与の内払とみなす。

 

附　則［平成２８年３月３１日　２７森林総研第１６９３号］ 

　この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 附　則［平成２８年１２月１日　２８森林総研第１１１０号］

　この規程は、平成２８年１２月１日から施行する。 

 

 附　則［平成２９年３月３１日　２９森林総研第１５９９号］

　この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



 附　則［平成２９年１１月３０日　２９森林機構第０８２９０１号］

　この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。 

 

 附　則［平成３０年３月２９日　２９森林機構第１２１９０１号］

　この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 附　則［平成３０年１１月１９日　３０森林機構第０８１４０３号］

　この規程は、平成３０年１２月１日から施行する。 

 

 附　則［平成３１年３月２５日　３０森林機構第１２１５０７号］

　この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 附　則［令和元年１１月２８日　元森林機構第０８２６０２号］

　この規程は、令和元年１２月１日から施行する。 

 

 附　則［令和２年３月１７日　元森林機構第１２１３０３号］

　この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 附　則［令和２年１１月２０日　２森林機構第０８１８０２号］

　この規程は、令和２年１２月１日から施行する。 

 

 附　則［令和３年３月２２日　２森林機構第１２１８０３号］

　この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 附　則［令和４年５月３０日　４森林機構第２２７号］

 （施行期日）

１　この規程は、令和４年６月１日から施行（以下「施行日」という。）する。 

 

（単身赴任手当の特例措置） 

１　施行日の前日から引き続きこの規程による改正後の役員給与規程（以下「改

正後の役員給与規程」という。）の適用を受ける常勤役員で、その者が常勤役

員に任命された日に、改正後の役員給与規程が適用されていたとしたならば、

単身赴任手当を支給することとされ、かつ、引き続き単身赴任手当の支給要件

を満たす常勤役員には、施行日から単身赴任手当を支給するものとする。 

 

（令和４年６月に支給する期末特別手当に関する特例措置） 

３　令和４年６月に支給する期末特別手当の額は、この規程による改正後の役員

給与規程第８条第２項及び第３項の規定にかかわらず、これらの規定により算



定される期末特別手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、

令和３年１２月に支給された期末特別手当の額に１６２．５分の１０の割合を

乗じて得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。

ただし、令和３年１２月１日（同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当

該退職をした日）において国立研究開発法人森林研究・整備機構職員給与規程

（１３森林総研第３１号）の適用を受ていた常勤役員にあっては、令和３年１

２月に支給された期末手当の額に１０７．５分の１５の割合を乗じて得た額を

調整額とし減ずるものとする。この場合において、調整額が基準額以上となる

ときは、期末特別手当は、支給しない。 

   
（その他） 

４   前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は理事長が別に

定める。 

 

 附　則［令和４年１１月２９日　４森林機構第７１８号］

　この規程は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

 附　則［令和５年３月２７日　４森林機構第１０７６号］

　この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附　則［令和５年１１月２９日　５森林総研第７９６号］ 

 （施行期日等）

１　この規程は、令和５年１２月１日から施行する。 

 

２　この規程（第８条の改正規定を除く。）による改正後の役員給与規程（以下

「改正後の役員給与規程」という。）の規定は、令和５年４月１日から適用す

る。 

 

 （給与の内払）

３　改正後の役員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の役員給与規

程の規定による給与の内払とみなす。 

 

 附　則［令和６年３月２７日　５森林機構第１１５６号］

　この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附　則［令和６年１２月２７日　６森林機構第８９７号］ 

 （施行期日等）



１　この規程は、令和７年１月１日から施行する。 

 

２　この規程（第８条の改正規定を除く。）による改正後の役員給与規程（以下

「改正後の役員給与規程」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用す

る。 

 

３　この規程による改正後の役員給与規程（以下「改正後の役員給与規程」とい

う。）第８条の改正規定は、令和６年１２月１日から適用する。 

 

 （給与の内払）

４　改正後の役員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改

正前の役員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の役員給与規

程の規定による給与の内払とみなす。 

 

（給与の減額措置） 

５　令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間、次の表の左欄に掲げる

常勤役員に対する俸給の支給に当たっては、それぞれ同表の右欄に定める減ず

る額を減じた額とする。 

常勤役員       減ずる額        

理事長    １０，０００円     

理事（企画・総務・森林保険担当）  　   ９，０００円    

理事（研究担当） 　    ９，０００円     

理事（育種事業・森林バイオ担当）  　   ９，０００円     

 

（地域手当に関する特例措置） 

６　令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間、第５項に規定する常勤

役員に支給する地域手当の第５条の「俸給の月額」は、第５項に規定する減ず

る額を減じた額とする。 

 

（令和６年６月に支給する期末特別手当に関する特例措置） 

７　令和６年６月に第５項に規定する常勤役員に支給する、期末特別手当の第８ 

　条第３項の「俸給の月額」は、第５項に規定する減ずる額を減じた額とする。 



（令和６年１２月に支給する期末特別手当に関する特例措置） 

８　令和６年１２月に第５項に規定する常勤役員に支給する、期末特別手当の第 

　８条の適用に当たっては、同条第２項中「１００分の１７０」とあるのは「１ 

　００分の１６５」と読み替えて適用するものとし、同条第３項の「俸給の月額」

　は、第５項に規定する減ずる額を減じた額とする。 

 

附　則［令和７年３月２５日　６森林機構第１１５８号］ 

（施行期日） 

１　この規程は、令和７年４月１日から施行（以下「施行日」という。）する。 

 

（令和１０年３月３１日までの間における地域手当の級地の区分及び割合）　 

２　施行日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の支給割合は、 

　役員給与規程第５条第２項の規定にかかわらず次の各号に定める割合とする。 

　一　１００分の１６ 

　二　１００分の９ 

 

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間における給与の特例措置） 

３　令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間において、常勤役員のう

ち理事長、理事（企画・総務・森林保険担当）、理事（研究担当）及び理事（育

種事業・森林バイオ担当）に対する給与の支給にあたっては、次の各号に掲げ

る給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。 

  一　俸給　当該常勤役員の俸給の月額に１００分の５（以下「支給減額率」と

いう。）を乗じて得た額 

　二　地域手当　当該常勤役員の俸給の月額に対する地域手当の月額に支給減額

率を乗じて得た額 

　三　広域異動手当　当該常勤役員の俸給の月額に対する広域異動手当の月額に

支給減額率を乗じて得た額 

　四　期末特別手当　当該常勤役員が受けるべき期末特別手当の額に支給減額率

を乗じて得た額 

 

４　第３項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する

場合において、当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。 

 

（地域手当に関する特例措置） 

５   令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間において、第５条第３項

第１号の支給割合は、１００分の１６を超えないものとする。 

 



附　則［令和８年１月３０日　７森林機構第９８２号］ 

（施行期日） 

１　この規程は、令和８年２月１日から施行する。 

 

２　この規程（第８条の改正規定を除く。）による改正後の役員給与規程（以下 

　「改正後の役員給与規程」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用す 

　る。 

 

３　この規程による改正後の役員給与規程（以下「改正後の役員給与規程」とい 

　う。）第８条の改正規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

 

（給与の内払） 

４　改正後の役員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の役員給与 

　規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の役員給与規程の規 

　定による給与の内払とみなす。 


